
５
．
除
染
登
録
管
理
制
度
に
お
け
る
線
量
登
録
の
し
く
み


中
央
登
録
番
号
、
放
射
線
管
理
手
帳
は
原
子
力
登
録
管
理
制
度
と
共
通
で
使
用


除
染
被
ば
く
線
量
の
登
録
及
び
経
歴
照
会
は
、
除
染
シ
ス
テ
ム
で
運
用
す
る


原
子
力
、
除
染
シ
ス
テ
ム
と
で
被
ば
く
線
量
情
報
の
相
互
照
会
を
可
能
と
す
る

除
染
登
録
管
理
制
度

シ
ス
テ
ム

原
子
力
登
録
管
理
制
度

シ
ス
テ
ム

除
染
事
業

元
請
事
業
者

関
係
請
負
人

（
雇
用
事
業
者
）

除
染
等
業
務
従
事
者

手
帳
発
効
機
関

④
事
業
場
、
工
事
件
名
登
録

(ｵ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ
）

定
期
線
量
登
録

(ｵ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ
)

法
定
記
録
の
引
渡

経
歴
照
会

放
射
線
影
響
協
会

中
央
登
録
セ
ン
タ
ー

相 互 照 会

②
手
帳
の
発
行
登
録

中
央
登
録
番
号
の
付
与

①
手
帳
及
び
中
央

登
録
番
号
の
申
請
・

取
得

個
人
記
録
の
開
示
請
求

③
制
度
参
加
契
約
の
締
結

線 量 評 価 機 関 【
13

】
【
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７
．
除
染
線
量
登
録
管
理
制
度
設
立
の
成
功
要
因

１
．
被
ば
く
管
理
に
つ
い
て
業
界
全
体
が
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
。

２
．
事
業
者
が
当
事
者
意
識
を
も
っ
て
制
度
設
計
に
積
極
的
に
参
画

し
た
。

３
．
厚
生
労
働
省
の
除
染
電
離
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
環
境
省
の
除
染

等
工
事
共
通
仕
様
書
に
、
事
業
者
の
制
度
へ
の
参
加
が
明
記
さ

れ
た
。

４
．
運
用
開
始
後
も
、
参
加
事
業
者
が
登
録
制
度
の
維
持
に
つ
い
て

必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

５
．
運
用
開
始
後
も
参
加
事
業
者
と
協
会
と
の
意
見
交
換
の
場
を
維

持
し
て
い
る
。

【
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R
I

(
)

R
I

/

R
I

X

R
I
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C
S
V
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医
療
従
事
者
に
お
け
る
個
人
被
ば
く
線
量
管
理
の
課
題

産
業
医
科
大
学
産
業
保
健
学
部

欅
田
尚
樹
＆
労
災
疾
病
臨
床
研
究
事
業
研
究
班

日
本
放
射
線
安
全
管
理
学
会
第

19
回
学
術
大
会

W
EB

 令
和

2年
12
月

9日
（水
）～

12
月

11
日
（金
）

令
和
２
年
度
放
射
線
防
護
ア
ン
ブ
レ
ラ
事
業
「職
業
被
ば
く
の
一
元
化
検
討
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

・
発
表
者
は
、
放
射
線
審
議
会
・
眼
の
水
晶
体
の
放
射
線
防
護
検
討
部
会
専
門
委
員
、
厚
生
労
働
省
・
眼
の
水
晶

体
の
被
ば
く
限
度
の
見
直
し
等
に
関
す
る
検
討
会
委
員
を
務
め
て
お
り
ま
し
た
。

・
本
発
表
は
労
災
疾
病
臨
床
研
究
事
業
研
究
班
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。

・
開
示
す
べ
き
CO

I関
係
に
あ
る
企
業
等
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
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】
【
75

】
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集
計
結
果

表
1
職
種
別
個
人
被
ば
く
線
量
計
装
着
率

＊
手
指
に
関
し
て
は
、
『
持
っ
て
な
い
か
ら
“
無
い
”
』
と
『
持
っ
て
い
る
け
ど
“
装
着
し
て
い
な
い
“
』
を
見
分
け
る
こ
と

が
困
難
。

全
体
（電
離
則
第
８
条
第
１
項
）

不
均
等
被
ば
く
管
理
の
み

職
種
別
人
数

線
量
計
装
着
（胸
・腹
部
）

職
種
別
人
数

線
量
計
装
着
（胸
・腹
部
）

線
量
計
装
着
（頸
部
）
線
量
計
装
着
（手
指
）

人
数

（
％
）

（
有
）
の
人
数

装
着
率

（
％
）

人
数

（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数

装
着
率

（
％
）

（
有
）
の
人
数
装
着
率

（
％
）

医
師

51
9

38
.5

20
3

39
.1

27
2

43
.5

12
3

45
.2

91
33

.5
3

1.
1

看
護
師

36
6

27
.2

28
2

77
.0

14
4

23
.0

12
2

84
.7

93
64

.6
1

0.
7

診
療
放
射
線
技
師

34
7

25
.7

32
4

93
.4

17
2

27
.5

16
3

94
.8

12
5

72
.7

9
5.
2

臨
床
工
学
技
士

10
0

7.
4

67
67

.0
37

5.
9

24
64

.9
24

64
.9

0
0.
0

そ
の
他

16
1.
2

4
25

.0
1

0.
2

1
10

0.
0

0
0.
0

0
0.
0

合
計

13
48

88
0

65
.3

62
6

43
3

69
.2

33
3

53
.2

13
2.
1

個
人
被
ば
く
線
量
計
（電
離
則
第
８
条
第
３
項
の
均
等
被
ば
く
（第
１
号
）＝
胸
・腹
部
）装
着
率
は
、
診

療
放
射
線
技
師
が
高
く
、
一
般
的
に
被
ば
く
線
量
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
医
師
は
一
番
低
い
。 【

21
】

【
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集
計
結
果

表
2
医
師
診
療
科
別
個
人
被
ば
く
線
量
計
装
着
率
（
全
体
）

医
師
診
療
科
別
人
数

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
胸
・
腹
部
）

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
頸
部
）

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
手
指
）

人
数

比
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）

循
環
器
内
科

13
0

25
.0

56
43

.1
40

30
.8

1
0.
8

外
科

38
7.
3

11
28

.9
6

15
.8

0
0

消
化
器
外
科

20
3.
9

2
10

.0
0

0
0

0
消
化
器
内
科

87
16

.8
37

42
.5

12
13

.8
0

0
整
形
外
科

56
10

.8
5

8.
9

1
1.
8

0
0

脳
神
経
外
科

32
6.
2

15
46

.9
12

37
.5

0
0

泌
尿
器
科

31
6.
0

10
32

.3
3

9.
7

0
0

放
射
線
科

35
6.
7

26
74

.3
9

25
.7

1
2.
9

そ
の
他

90
17

.3
41

45
.6

11
12

.2
1

1.
1

全
体

51
9

20
3

39
.1

94
18

.1
3

0.
6

医
師
の
診
療
科
別
、
個
人
被
ば
く
線
量
計
（胸
・腹
部
）装
着
率
は
放
射
線
科
が
一
番
高
く
、
消
化
器
外

科
、
整
形
外
科
が
低
い
。
さ
ら
に
、
他
の
診
療
科
で
も
40
％
程
度
し
か
装
着
さ
れ
て
い
な
い
。

【
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】
【
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集
計
結
果

表
3
観
察
場
所
別
個
人
被
ば
く
線
量
計
装
着
率
（
全
体
）

観
察
場
所
別
人
数

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
胸
・
腹
部
）

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
頸
部
）

個
人
被
ば
く
線
量
計

（
手
指
）

人
数

比
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）
（
有
）
の
人
数
装
着
率
（
％
）

血
管
造
影
検
査
室

49
0

36
.4

32
6

66
.5

17
7

36
.1

3
0.
6

透
視
検
査
室

37
7

28
.0

23
0

61
.0

11
4

30
.2

2
0.
5

CT
室

11
6

8.
6

10
2

87
.9

15
12

.9
1

0.
9

手
術
室

16
6

12
.3

48
28

.9
14

8.
4

0
0

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
手
術
室

40
3.
0

24
60

.0
9

22
.5

0
0

一
般
撮
影
室

58
4.
3

58
10

0.
0

14
24

.1
0

0
核
医
学
検
査
室

27
2.
0

23
85

.2
8

29
.6

9
33

.3
放
射
線
治
療
室

52
3.
9

49
94

.2
8

15
.4

0
0

そ
の
他

22
1.
6

20
90

.9
1

4.
5

0
0

全
体

13
48

88
0

65
.3

36
0

26
.7

15
1.
1

観
察
場
所
別
で
は
、
手
術
室
に
お
け
る
個
人
被
ば
く
線
量
計
装
着
率
が
非
常
に
低
か
っ
た
。

【
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】
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【令
和

３
年

４
月

１
日

施
行

】改
正

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
及

び
関

連
事

業
に

つ
い

て

ht
tp
s:
//
w
w
w
.m

hl
w
.g
o.
jp
/s
tf
/n
ew

pa
ge
_0
68

24
.h
tm

l
ht
tp
s:
//
w
w
w
.m

hl
w
.g
o.
jp
/s
tf
/s
ei
sa
ku
ni
ts
ui
te
/b
un

ya
/k
oy
ou

_r
ou

do
u/
ro
ud

ou
ki
ju
n/
an
ze
n/
00

00
18

67
14

_0
00

03
.h
tm

l

眼
の
水
晶
体
の
被
ば
く
限
度
の
見
直
し
等
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書

(令
和

元
年

9月
24

日
労

働
基

準
局

安
全

衛
生

部
労

働
衛

生
課

電
離

放
射

線
労

働
者

健
康

対
策

室
)

è
ア
国
は
、
（
中
略
）
事
業
者
が
、
放
射
線
防
護
設
備
の
設
置
や
改
善
に
よ
る
被
ば
く
低
減
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

イ
国
は
、
水
晶
体
へ
の
被
ば
く
線
量
が
高
い
業
務
を
行
う
事
業
者
が
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
等
の
取
組
を
着
実
に
進
め
、
安

全
衛
生
管
理
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

被
ば
く
線
量
低
減
設
備
改
修
等
補
助
金
事
業

本
事
業
は
、
病
院
及
び
診
療
所
に
対
し
、
眼
の
水
晶
体
が
受
け
る
被
ば
く
線
量
を
低
減
す
る
た
め
の
器
具
の
購
入
経

費
の
一
部
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。
眼
の
水
晶
体
の
被
ば
く
限
度
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
改
正
電
離

則
に
対
応
す
る
に
当
た
り
、
水
晶
体
に
受
け
る
被
ば
く
線
量
が
高
い
労
働
者
が
い
る
病
院
及
び
診
療
所
の
皆
さ
ま
は

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

電
離
健
診
対
象
事
業
場
に
対
す
る
自
主
点
検
等
事
業

本
事
業
は
、
放
射
線
業
務
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
お
け
る
放
射
線
管
理
が
、
電
離
則
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容

と
照
ら
し
て
問
題
な
い
か
を
自
ら
点
検
し
、
事
業
場
内
に
お
け
る
放
射
線
管
理
の
課
題
を
自
主
的
に
改
善
す
る
き
っ
か

け
と
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
令
和
３
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
改
正
電
離
則
に
対
応
す
る
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。

放
射
線
被
ば
く
管
理
に
関
す
る
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
導
入
支
援
事
業

本
事
業
は
、
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
医
療
従
事
者
の
被
ば
く
低
減
の
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
ご

説
明
し
、
貴
機
関
に
お
け
る
放
射
線
管
理
を
支
援
し
ま
す
。

【
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ま
と
め

・電
離
則
第
２
条
第
３
項
の
「放
射
線
業
務
」に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
約
90
％
が
従
事
者
管
理
が
さ
れ
て
い
た
。

・放
射
線
業
務
従
事
者
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
均
等
被
ば
く
管
理
と
不
均
等
被
ば
く
管
理
の
比
率
は
、
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。

・電
離
則
第
８
条
第
１
項
（外
部
被
ば
く
量
の
測
定
）に
基
づ
く
個
人
被
ば
く
線
量
計
は
、
本
来
な
ら
ば
10
0％
の

装
着
率
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
か
な
る
職
種
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
現
状
の
被
ば
く
線
量
は
、
過
小
評

価
さ
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。

・個
人
被
ば
く
線
量
計
（電
離
則
第
８
条
第
３
項
の
均
等
被
ば
く
（第
１
号
）＝
胸
・腹
部
）装
着
率
は
、
診
療
放
射

線
技
師
が
高
く
、
一
般
的
に
被
ば
く
線
量
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
医
師
は
一
番
低
い
。

・個
人
被
ば
く
線
量
計
（不
均
等
被
ば
く
に
お
け
る
頸
部
）装
着
率
は
、
診
療
放
射
線
技
師
が
高
い
が
、
70
％
程

度
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
を
除
け
ば
、
医
師
は
33
％
と
、
一
番
低
い
。

・個
人
被
ば
く
線
量
計
（手
指
）を
使
用
し
て
い
る
者
は
、
職
種
を
問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

・医
師
の
診
療
科
別
、
個
人
被
ば
く
線
量
計
（胸
・腹
部
）装
着
率
は
放
射
線
科
が
一
番
高
く
、
消
化
器
外
科
、

整
形
外
科
が
低
い
。
さ
ら
に
、
他
の
診
療
科
で
も
40
％
程
度
し
か
装
着
さ
れ
て
い
な
い
。

・観
察
場
所
別
で
は
、
手
術
室
に
お
け
る
個
人
被
ば
く
線
量
計
装
着
率
が
非
常
に
低
か
っ
た
。

・放
射
線
業
務
従
事
者
登
録
さ
れ
て
い
な
い
医
師
が
散
見
さ
れ
た
。
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主
な
質
疑
・コ
メ
ン
ト


質
疑
は
時
間
の
関
係
で
チ
ャ
ッ
ト
の
コ
メ
ン
ト
の
み


チ
ャ
ッ
ト
で
は
以
下
の
質
問
・コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。


質
問


（伊
藤
さ
ん
の
報
告
に
つ
い
て
）制
度
登
録
者
数
が
年
度
ご
と
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
，

こ
れ
は
そ
の
年
度
に
新
規
に
登
録
し
た
人
の
数
で
し
ょ
う
か
？
つ
ま
り
年
度
ご
と
の
数
に

は
同
一
人
物
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？


内
部
被
ば
く
の
管
理
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
除
染
分
野
で
は
内
部
被
ば
く
の
デ
ー
タ
も

登
録
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?


い
ろ
い
ろ
課
題
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
「制
度
」で
は
な
く
、
集
約
す
る
線
量
の

「精
度
」に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？


コ
メ
ン
ト


い
ず
れ
の
形
に
せ
よ
、
大
学
は
従
事
者
（特
に
学
生
）が
多
い
の
で
費
用
負
担
が
発
生
す

る
と
厳
し
い
で
す
。
費
用
負
担
が
大
き
く
な
る
と
、
一
時
立
入
を
隠
れ
蓑
に
モ
グ
リ
が
増
え

る
こ
と
を
懸
念
し
ま
す

1
【
26

】
【
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医
療
分
野
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
医
療
放
射
線
防
護
連
絡
協
議
会
）
-1

①
日
本
学
術
会
議
提
言
作
成
に
参
画
し
て
い
た
の
で
、
協
力
し
た
い
。

②
放
射
線
診
療
に
係
る
数
十
の
学
会
・診
療
分
野
か
ら
の
合
意
形
成
を
ま
と
め
る
こ
と
が

不
可
欠

③
医
療
従
事
者
の
被
ば
く
管
理
を
一
元
化
管
理
に
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
医
療
機
関

の
理
解
を
得
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
難
し
く
、
医
療
分
野
の
線
量
管
理
の
必

要
性
・重
要
性
の
認
識
が
医
療
法
施
行
規
則
改
正
に
伴
い
、
医
療
放
射
線
安
全
管

理
者
が
設
置
さ
れ
そ
れ
な
り
の
高
ま
り
が
あ
り
、
議
論
は
ど
の
様
に
始
め
る
か
が
重
要

④
当
協
議
会
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
医
療
分
野
の
放
射
線
診
療
従
事
者
の
被
ば
く
管
理
の

意
義
・効
果
的
な
被
ば
く
測
定
と
被
ば
く
評
価
、
さ
ら
に
各
放
射
線
診
療
に
伴
う
被
ば
く

防
護
を
中
心
に
実
施
し
て
お
り
、
被
ば
く
の
一
元
化
管
理
制
度
に
よ
り
、
医
療
分
野
の

放
射
線
安
全
利
用
・防
護
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
役
割
と
期
待
が
あ
る
の
か
少
し
時
間

を
掛
け
て
議
論
を
進
め
た
い
。

1

資
料
－
３
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医
療
分
野
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
医
療
放
射
線
防
護
連
絡
協
議
会
）
-2

⑤
一
部
の
医
療
関
係
者
は
、
線
量
登
録
管
理
制
度
を
お
そ
ら
く
、
「縛
り
」
「
管
理
」
と
条
件

反
射
的
に
嫌
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
き
た
背

景
と
必
要
性
に
つ
い
て
、
医
療
関
係
者
と
話
し
合
う
場
を
設
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
必

要
が
あ
る
。

⑥
放
射
線
管
理
を
行
っ
て
い
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
勉
強
会
で
ま
ず
は
話
題
を
提
供
し
て
み

る
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

⑦
2
0
2
1
年
夏
の
医
療
放
射
線
安
全
管
理
講
習
会
（
医
療
放
射
線
防
護
連
絡
協
議
会
主

催
）の
話
題
提
供
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
れ
ば
、
委
員
会
へ
提
案
す
る
。

2
【
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参
考


医
療
従
事
者

過
去
の
被
ば
く
量

引
き
継
が
れ
な
い
ケ
ー
ス
多
数

|
 
N
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ニ
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ス
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h
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(ポ
イ
ン
ト
）
東
京
医
療
保
健
大
学
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
は
、

5
00
0の

医
療
機
関
に
過
去
の
被
ば
く
歴
を
ど
う
把

握
し
て
い
る
か
調
査
を
行
い
、
89
9の

機
関
か
ら
回
答
を
得
た
。

そ
の
結
果
、
54
％
に
あ
た
る

48
6の

医
療
機
関
が
「
何
も
し
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
他
の
勤
務
先
で
の
過
去

の
被
ば
く
量
が
引
き
継
が
れ
ず
、
積
算
の
被
ば
く
量
が
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

調
査
を
し
た
東
京
医
療
保
健
大
学
の
名
誉
教
授
で
日
本
放
射
線
看
護
学
会
の
理
事
長
も
務
め
る
草
間
朋
子
さ
ん

は
、
健
康
に
も
影
響
す
る
可
能
性
の
あ
る
積
算
の
被
ば
く
量
が
把
握
さ
れ
な
い
と
安
心
し
た
勤
務
が
で
き
な
い

と
し
て
、
一
元
的
な
管
理
の
仕
組
み
を
国
や
業
界
が
検
討
す
べ
き
と
し
て
い
ま
す
。


医
師
の

6
割

法
令
で
義
務
づ
け
の
線
量
計
装
着
せ
ず

産
業
医
科
大
調
査

|
 N
H
Kニ

ュ
ー
ス

ht
tp

s:
//

ww
w3
.n

hk
.o
r.

jp
/n
ew
s/
ht
ml
/2
02
10
11
1/
k1
00

1
28
0
7
9
5
10
0
0
.
h
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今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
（
意
見
交
換
）

◎
令
和
３
年
度
：最
終
年
度


こ
れ
ま
で
の
活
動
の
ま
と
め


制
度
案
と
構
築
に
向
け
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
提
案


ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
視
点
で
の
課
題
の
整
理


実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
課
題
：

実
現
に
向
け
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
費
用


今
後
の
検
討
継
続
に
向
け
て
の
策


関
係
各
所
（ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
検
討
結
果
の
説
明
、
報
告
）

→
医
療
放
射
線
防
護
連
絡
協
議
会
、
・・
・
、
・・
・

実
現
に
向
け
て
の
提
案
）


大
学
関
係
N
W
の
活
動
の
今
後
？


医
療
分
野
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

1

資
料
４

【
85

】

- 558 -



 

 

 

 

別添１−４ 国家線量登録制度検討グループ第２回会合議事概要（案） 
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令和 2年度国家線量登録制度検討グループ第 2回会合 議事概要（案） 

 

１．日時：2021年 1月 15日（金）13：30～15：20 

 

２．場所： Webexによるオンライン会議 

 

３．出席者（敬称略）： 

検討会メンバー主査：吉澤道夫 

委員：飯本武志、伊藤敦夫、岡﨑龍史、神田玲子、渡部浩司、百瀬琢磨（欠席） 

オブザーバー 高橋知之（PO） 

原子力規制庁 放射線防護企画課 （欠席） 

厚生労働省 労働基準局 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室（欠席） 

厚生労働者 医政局 地域医療計画課（欠席） 

放射線影響協会 浅野智宏 

事務局      谷村嘉彦、小野瀬政浩、橘晴夫、仁平敦 

 

４．議事項目 

（１）日本放射線安全管理学会企画セッションの報告 

（２）線量登録制度案についての検討 

（３）今後の進め方 

（４）その他 

 

５．配布資料 

資料１ 令和 2年度第 1回検討会議事概要（案） 

資料２ 日本放射線安全管理学会企画セッションでの報告（発表資料抜粋+質疑） 

資料３ 医療分野へのアプローチについて 

資料４ 今後の進め方について 

参考資料 日本放射線安全管理学会発表資料一式 

 

６．議事概要 

６．１ 令和 2年度第 1回検討会議事概要（案） 

 資料１の前回議事概要については、既に配付・確認済みで有賀、気付きの点があれば事務局に

連絡することで了解された。 
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６．２ 日本放射線安全管理学会企画セッションでの報告 

○主査より、資料２に基づき日本放射線安全管理学会企画セッションで報告した発表内容につい

て以下の説明があった。 

・4 つの制度案に“制度導入に伴う個人線量管理の合理化”の部分を足して報告した。また、制度

構築の展開として、制度案 4 の業界・分野別管理を必要な分野が各々制度を作って、その上で

全分野統一的な制度構築を進めるといった方向性を提示した。これに沿って、原子力・除染、大

学連携ネットワークの先行事例を発表いただいた。 

・除染登録管理制度については、検討会発足から実際の運用に至るまでの流れと、除染制度設立

の成功要因（①被ばく管理について業界全体が問題意識を共有していたこと、②事業者が積極

的に制度設計に参画したこと、③国が除染制度の後押しをしていること、④運用開始後も登録制

度の維持について必要性を認識していること）について報告があった。 

・大学間の放射線業務従事者一元管理システムの構築については、SINET5 を利用した従事者

証明発行システムの中で共通フォーマットを考え、将来的に学内の複数部局で従事者管理が可

能となるシステムを構築しているとの紹介があった。 

・医療従事者における個人被ばく線量管理については、医者の方々の線量計の装着率が診療放

射線技師で70％程度、医師は33％と非常に低く、診療科別でも消化器外科、整形外科が低い。

観察場所別では手術室の装着率が低いなど、登録制度以前に管理そのものに課題があることが

報告された。これらの課題については、厚労省から指導・自主点検や補助金事業が出されており、

今後医療の線量管理に大きな動きがあるとの報告があった。 

・質疑は、発言の時間がなかったためチャットで以下のコメントがあったとの紹介があった。 

除染制度登録者数が年度ごとに示しているが新規だけか。同一人物は含まれていないか。 

内部被ばく管理も必要では。除染分野では内部被ばくのデータも登録しているのか。 

集約する線量の“精度”について議論しているのか。 

大学関係は従事者数（特に学生）が多いので、費用負担が発生すると厳しい。費用負担が大き

くなると、一時立入を隠れ蓑に従事者にしないで管理区域内で作業させるモグリが増える。 

○本報告に関連して、放射線業務従事者の電離則上の扱いについて、健康診断において、従事

者（電離則第 56 条）は採血するが、特定業務従事者（安衛則第 45 条）は検尿することになり検

査項目に違いがある。病院では、放射線技師が特定業務、医師が電離則に分けられている。今

後情報を登録する上で検討が必要になるのではないか。 

 

６．３ 医療分野へのアプローチについて 

○主査より、資料３に基づき医療放射線防護連絡協議会関係者とメール上で取り交わした内容に

ついて説明があった。 

・日本学術会議提言作成に参画していたので協力したい。放射線診療に係る数十の学会・診療分
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野からの合意形成をまとめないと一体的な動きとならない。医療従事者の一元管理は、線量管理

の必要性・重要性の認識が高まっているので、議論をどの様に始めるかが重要で、どの様な役     

割と期待があるのか時間を掛けて進めたい。線量登録管理制度の必要性については、医療スタッ

フの勉強会が 2021年夏に医療放射線安全管理講習会の開催があるので、そこに話題提供として

組み込むことの提案があった。 

○医療分野へのアプローチについて以下の議論があった。 

・医師以外にも看護師など医療関係者と問題認識を共有するために学会と連携しながらガイドライ

ンを作成していくことも一つの考え方である。 

・医療放射線防護連絡協議会を窓口にいろんな場で話し合いを設け、医師の人にどう課題を認識

し登録制度の方向性を議論してもらえるか、更に関係者と議論していきたい。 

 

６．４ 今後の進め方について 

主査より、資料４に基づき今後の進め方について説明があった。 

○これまでの活動のまとめについて以下の議論があった。 

・ステークホルダーの視点としては、実際に管理している事業者、特に大学、医療関係者が大きな

ステークホルダーである。各ステークホルダーによってモチベーションの内容、強さも異なるので、

ステークホルダーを明確にし、それぞれの視点で課題を整理した方がよい。 

○国の関与について 

・現在の登録制度（原子力と除染）は、業界（原子力やゼネコン）が積極的に関与し非常にうまく機

能している。仮に医療分野で考えると、積極的な病院とそれほどでもない病院があると、登録制度

としては成り立たない。登録制度に参加させる仕組みとして、やはり国の関与が必要である。 

・事業者には法令等で 4 つの義務として測定、記録、個人通知、保管が課せられているが、これに

登録義務を付けないと日本全体の大きな視野での国家登録制度は難しいのではないか。 

・除染登録制度の国の関与は、検討会発足時に厚労省、環境省がオブザーバーとして参加し、立

上げには厚労省の補助金で専用サーバーを組み上げた。それ以降は参加事業者からの分担金

で賄っている。 

・大学のシステムの制度立上げは、法令的な国の後ろ盾があると情報のやり取りができ動きやすい。

国の主導がないとやる大学とやらない大学とかがでてきてしまう。 

・国で法律・法令としてある程度の強制力を持たせるのか、ガイドラインを作成するのか。費用負担

についても制度案 1 のようにかなり大きな部分を国の予算で運営するのか。キックオフの部分を

国である程度持つのか。それ以降は事業者で運用するのか。いろんな選択肢を含め整理した方

がよい。 

・国を含むそれぞれのステークホルダー（規制当局、医師、医療現場の管理者、大学関係者など）

がこの問題に対してどんな立ち位置で、どういった姿勢で考えているか整理する必要がある。また、
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我が国には、国際的な動きとは異なる制度発足の歴史があるので、この歴史的背景も書いておく

べきである。 

・制度構築のためには国の関与が必須であること（メリットではなく）を示すことが必要ではないか。 

・日本学術会議の制度が実現していない大きな理由が、国が動く必須性、必要性を説得できなか

ったことであることを考えると、国の関与を異なる形、例えば制度構築に向けた業界への働きかけ

といったことが考えられる。今後更に議論していきたい。 

○費用について 

・事業者側の最大の懸念は、やはり費用である。費用負担について、受入れ可能な合理的な提案

を考える必要がある。 

・大学のネットワークの一元管理を動かすための試算を最終年度に行いたい。 

・予算規模については、今までの試算データを収集し、一人当たりの試算値を比較すること、シス

テム立上げの初期費用、運用費を試算し比較することで整理していきたい。 

・中央登録センターの登録費用は、制度運営の費用を各事業者の人数に応じた手数料負担で賄

っている。従事者一人当たり年間 3,000 円～4,000 円であるが、新しい制度の費用は、どこまで

の機能を登録制度の中でやるかで費用が変わる。ある程度の制度設計は立てておく必要がある。

制度設計においては、登録制度加入事業者のメリットとして線量記録の保管義務が免除となる仕

組みがよい。 

・大学においては管理負担の軽減化が一元管理に関するモチベーションになり、その管理負担の

軽減化のため費用負担が可能になると考えている。 

〇今後の検討継続について 

・次年度でアンブレラ事業は終了となるが、この線量登録制度の検討は、更に継続していく必要が

ある。そのためには、大学関係と医療分野での検討を途切れさせないことが重要である。医療分

野は、先のとおり、医療放射線防護連絡協議会からアプローチしていきたい。大学関係は別なネ

ットワーク事業で動いているが、今後はどのような予定になっているか。 

・大学関係のネットワークについては、SINET による限定的な大学のみの利用から、最終的には

インターネット上にサーバーを置き、複数の大学で利用できることを目指している。その中で様々

な問題点が洗い出され、何をすれば一元管理が動きだせるかをまとめていきたい。 

 

６．５ その他 

プログラムオフィサーから、大学、医療以外も検討が必要な分野がないか、それぞれの分野の特

徴を把握し、問題の有無など全体を俯瞰していただきたい、とのコメントがあった。 

 

以上 
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別添２ 学会での報告内容 

 

 

別添２−１ 日本保健物理学会第 53 回研究発表会企画セッション 

要旨及び発表スライド 

別添２−２ 日本放射線安全管理学会第 19 回学術大会企画セッション 

要旨及び発表スライド 
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別添２−１ 日本保健物理学会第 53 回研究発表会企画セッション 

要旨及び発表スライド 
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職業被ばくの個人線量管理方法の検討状況 

Status of study on individual dose registry system for occupational exposure 
 

○吉澤道夫 1、神田玲子 2、飯本武志 3、伊藤敦夫 4、岡﨑龍史 5、百瀬琢麿 1、渡部浩司 6 
（1原子力機構、2量研機構、3東大、4放影協、5産業医科大、6東北大） 
○M. Yoshizawa1, R. Kanda2, T. Iimoto3, A. Ito4, R. Okazaki5, T. Momose1, H. Watabe6  

(1JAEA, 2QST, 3UTokyo, 2REA, 2UOEH, 2Tohoku U, 2QST ) 
 

1. はじめに 

 原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネ

ットワーク推進事業（アンブレラ事業）の課題解

決型ネットワークの一つとして、職業被ばくの個

人線量登録制度の検討を進めている。この検討状

況を報告する。 

2. 検討の背景及び目的 

我が国では、放射線作業者の全ての職業被ば

くの線量（個人線量）を登録管理する制度が原子

力分野を除き整っていない。一方、国際的には、

国の制度として個人線量の登録管理と職業被ば

く状況の把握を実施している国が多い。このため、

日本学術会議から提言「放射線作業者の被ばくの

一元管理について」が出された。しかし、その後

具体化が進んでいない。そこで、アンブレラ事業

の中に設置された課題解決型ネットワークの一

つとして、国家線量登録制度検討グループを設置

し、大学、原子力、医療分野のメンバーで検討を

進めている。この検討では、従来の検討が広くス

テークホルダーを巻き込んだものとなっていな

かったこ

と等を踏

まえて、

人材流動

がある分

野を主な

対象とし

て、我が

国の制度

や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをで

きるだけ活用した実現可能性のある合理的方法

を複数提案し、ステークホルダーと広く議論を行

い、具体的な解決策を提示することが目的である。 

3. 検討状況 

検討グループでは、これまでに４回の会合を行

い、上記の方針に沿って複数の制度案を検討して

きた。現在、全作業者を対象とした完全な制度か

ら、既存の放射線従事者中央登録制度を拡張する

案（全作業者と一部作業者の２案）、分野別に実

施する制度案までの４つの案をまとめた。原子力

分野は制度が確立していることから、主な議論の

対象は、最も作業者の多い医療分野と大学関係で

ある。これらの分野における実態（複数施設で作

業する人数やその被ばく線量）が不明なため、制

度の必要性の調査・検討が特に重要と考えられる。 

3. まとめ 

我が国の実情を踏まえた合理的な制度案をま

とめたいと考えている。このため、特に医療・大

学関係者から、広く意見をいただきたい。 
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職業被ばくの個人線量管理方法の検討状況

アンブレラ事業国家線量登録制度検討グループ

吉澤 道夫

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

保健物理学会第５３回研究発表会
令和２年６月２９日

放射線防護の喫緊課題への提案（アンブレラ事業）
～職業被ばくの個人線量管理と緊急時対応人材の確保～

第１部 職業被ばくの個人線量管理
～流動性の高い現場の問題～

本発表は、原子力規制委員会平成31年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野
における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の成果である。

アンブレラ事業の概要

課題別ネットワーク
リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防
護研究基盤 事務局

量研

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
当面の課題として、
①放射線安全規制研究の重点テーマ
②緊急時対応人材の育成
③職業被ばくの最適化、に関する検討を実施

放射線防護アンブレラ
代表者会議

放射線安全
管理学会

放射線影響
学会

放射線事故･
災害医学会

保健
物理学会

緊急時放射
線防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
量研
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２．職業被ばくの最適化推進ネットワークの構築

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置

運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

２つのグループで活動

① 国家線量登録制度検討グループ
目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた具体的な提案と合意形成

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立

3

３．国家線量登録制度検討グループの活動（１）

検討グループメンバー：

4

氏名 所属

主査 吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

委員 飯本 武志 東京大学環境安全本部

委員 伊藤 敦夫 放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター

委員 岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学研究所

委員 神田 玲子 量子科学技術研究開発機構

委員 百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

委員 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
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３．国家線量登録制度検討グループの活動（２）

これまでの関連活動のレビュー

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」

2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」
省庁等への働きかけ → 具体化せず。
2017年３月 セミナー「職業被曝の線量把握に関する国際活動を考える」 主催：放医研

具体化に向けた多くの課題が抽出

事業者（ステークスホルダー）間の議論（合意形成）が進んでいない

最近の被ばく管理に関する動き
大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネットワークで線量管

理を検討

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の複数年に亘

る線量管理の必要性が増大

5

３．国家線量登録制度検討グループの活動（３）

6

平成30年日本保健物理学会特別セッションでの課題抽出と情報共有

特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業」（2018年6月29日）

・神田玲子（量研）：職業被ばく最適化ネットワークの紹介（量研・神田玲子）

・藤淵俊王（九州大学）：職業被ばくの線量登録制度に向けて－現状の課題（医療関係者）－

・渡部浩司（東北大学）：職業被ばく管理における現状の課題(大学)

国家線量登録制度導入では解決できない
医療現場の問題（藤淵氏発表資料より）

人の管理が複雑化する大学が抱える
問題（渡部氏資料より）
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３．国家線量登録制度検討グループの活動（４）

これまでの関連活動からの教訓

実際に線量管理を行う事業者等（ステークスホルダー）を巻き込んだ議論が必要

国と事業者の役割分担（誰のための制度か）が不明確

検討の基本方針

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用した
実現可能性のある合理的方法を複数、各々のメリット・デメリットとともに提案する。

これらを学会等で報告し、ステークホルダーによる議論を進め、課題を整理する。

活動概要

これまでに３回の会合を実施し、４つの制度案に整理した。

7

４．線量登録制度の検討内容（１）

線量登録制度 実施主体 対象者

①国家線量登録機関による中央一括管理 国 全放射線作業者

②全事業者が共同で線量登録機関を設置して
一括管理

全事業者 全放射線作業者

③全事業者が共同で線量登録機関を設置して
管理

全事業者
一部の作業者
・複数施設を利用
・異動が頻繁

・一定線量以上の被ばく④業界・分野別に線量管理制度を運用 業界別

8

４つの線量登録制度の方式の提案
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①国家線量登録機関による中央一括管理

対象：全ての放射線業務従事者

目的・役割：

① 規制の有効性確認

② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作成、
国民線量の把握

③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

④ 労災保険に係る被ばくデータ提供

⑤ 被ばく前歴等の把握（照会対応）

⑥ 個人被ばく線量記録の一括保存

費用負担：

機関の運営は国の予算

各事業者は人数に応じた手数料負担

9

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

国家線量登録機関
（名寄せ、前歴データ提供、被ばく統計作成等）

放射線影響協会
（中登センター）

各原子力・除染
事業者

その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

被ばく統計等の報告

②事業者設置機関による一括管理

対象：全ての放射線業務従事者

目的・役割：

① 被ばく前歴等の把握（照会対応）

② 労災保険に係る被ばくデータ提供

③ 個人被ばく線量記録の一括保存

法的位置付け要

＜国からの委託等があれば対応＞

① 規制の有効性確認

② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作
成、国民線量の把握

③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

費用負担：

各事業者が人数に応じた費用を負担

10

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

線量登録機関
（放射線影響協会中登センター）

（名寄せ、前歴データ提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

被ばく統計等の作成依頼・報告
疫学調査等への協力

測定サービス機関
（登録代行）
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②の例：原子力分野の中央登録制度

11

 年間関係 
事業所数 1 2 3 4 5 6以上 

年間線量（mSv) 人 (%)

57,284 5,927 940 214 42 22 64,429 (96.2)

1,111 139 37 10 1 1 1,299 (1.9)

616 76 6 2 0 0 700 (1.0)

463 37 1 0 0 0 501 (0.8)

42 0 0 0 0 0 42 (0.1)

26 0 0 0 0 0 26 (0.0)

7 0 0 0 0 0 7 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

59,549 6,179 984 226 43 23

(88.9) (9.2) (1.5) (0.3) (0.1) (0.0)

 30を超え40以下

 40を超え50以下

0.70.7
（mSv）

合計人数

 50を超える

平均線量

67,004

(100.0)

 20を超え25以下

 25を超え30以下

 5以下

 5を超え10以下 

 10を超え15以下 

 15を超え20以下 

（％）

計

0.7 0.2 0.70.8 0.8 0.8

• 複数事業所で従
事する作業者の
個人線量が把握
可能

• 手帳制度により
教育歴、健康診
断結果も把握で
きる

放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターHP公開データ

放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量［平成２９年度］

研究開発機関の被ばく線量分布

12
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

50超過 0 0 0 0

25.01〜50.00 1 0 0 0

20.01〜25.00 0 0 1 1

15.01〜20.00 1 1 0 3

10.01〜15.00 5 3 3 5

5.01〜10.00 34 36 30 31

1.01〜5.00 389 343 340 345

0.10〜1.00 1,857 1,714 1,731 1,557

検出限界未満 64,666 64,587 63,982 62,524

64,666 64,587 63,982 62,524 

1,857 1,714 1,731 1,557 
389 343 340 345 
34 36 30 31 
5 3 3 5 
1 1 0 3 
0 0 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

人
数
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一般医療機関の被ばく線量分布

13
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

50超過 14 10 6 8

25.01〜50.00 125 126 108 76

20.01〜25.00 108 124 83 101

15.01〜20.00 302 293 262 216

10.01〜15.00 855 831 697 683

5.01〜10.00 3,635 3,552 3,194 2,930

1.01〜5.00 27,246 27,327 27,219 26,315

0.10〜1.00 64,786 65,388 65,096 65,637

検出限界未満 246,524 254,950 263,458 271,788

246,524 254,950 263,458 271,788 

64,786 65,388 65,096 65,637 
27,246 27,327 27,219 26,315 3,635 3,552 3,194 2,930 

855 831 697 683 
302 293 262 216 
108 124 83 101 
125 126 108 76 
14 10 6 8 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

人
数

③事業者設置機関による管理

14

対象：一部の放射線業務従事者

複数事業所や異動が頻繁な作業者

一定線量(１ or ２mSv）以上の作業者

ただし原子力・除染は全て（制度有）

目的・役割：

① 被ばく前歴等の把握（照会対応）

② 労災保険に係る被ばくデータ提供

③ 疫学研究等へのデータ提供

費用負担：

各事業者が人数に応じた費用を負担

線量登録機関
（放射線影響協会中登センター）

（名寄せ、前歴データ提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

対象者のいる雇用主
従事者登録番号取得

疫学調査への協力

測定サービス機関
（登録代行）

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

対象者の通知
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④業界・分野別の管理

15

対象：一部の放射線業務従事者

複数事業所や異動が頻繁な作業者

一定線量(１ or ２mSv）以上の作業者

ただし原子力・除染は全て（制度有）

目的・役割：

① 被ばく前歴等の把握（照会対応）

② 労災保険に係る被ばくデータ提供

③ 疫学研究等へのデータ提供

費用負担：

各業界での取組み

各業界の
担当機関

（名寄せ、前歴データ
提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

対象者のいる雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

対象者の通知

放射線影響協
会（中央登録
センター）
（名寄せ、前歴デー

タ提供等）

各制度体系案の比較

16

制度 ①国家線量登録機関
による一括管理

②事業者設置機関によ
る一括管理

③事業者設置機関によ
る管理（対象限定）

④業界・分野別の管理
（対象限定）

線量管理制度と
しての完全さ

国としての運用で、
完全さは高い

参加状況に依存
（規制要求必要）

必要な者に限定した
制度（規制要求必
要）前歴把握の完全
さには欠けるおそれ

必要な者に限定した制
度。業界の取り組みに
強く依存

役割分担の明確
さ

国がここまで実施
する必要性が論点

基本機能の分担が
明確

基本機能の分担が
明確

管理制度が統一されな
いため、曖昧さが残る

費用負担 国の負担が大 受益者負担が明確
事業者の負担大

受益者負担が明確

事業者の負担は②よ
り限定的

管理方式に依存

個人情報管理の
徹底度

一括管理のため◎
ただし、国として
は重い。

設置機関が一括管理
するため◎

設置機関が一括管理
するため◎

各々の制度に依存する
が、他に比べて低い。
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まとめ

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用
した実現可能性のある合理的方法を複数提案したい。

各々のメリット・デメリットの整理

実現に向けての課題の整理

本日の論点
議論の中心は、人材流動性のある大学等、医療関係

複数施設を利用する者、異動がある者に対して、どのような管理制度が合理的か？
また、これらをどのように実現してゆけばよいか？

• 大学等： 被ばく線量は低い。合理的な管理は？

• 医学関係： 比較的高い被ばくをする者あり。複数施設での業務の実態は？
眼の水晶体の積算管理も必要。どのような管理を実現してゆけばよいか？

これらについて、是非、意見をいただきたい。

17
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放射線防護アンブレラ事業「職業被ばくの一元化検討ネットワーク」 

Study on individual dose registry system for occupational exposure 

 

吉澤道夫 1)、神田玲子 2)、飯本武志 3)、伊藤敦夫 4)、岡﨑龍史 5)、百瀬琢麿 1)、渡部浩司 6)、欅田尚樹 5) 

Michio YOSHIZAWA1), Reiko KANDA2), Takeshi. IIMOTO3), Atsuo ITOH4), Ryuji OKAZAKI5), 

Takumaro MOMOSE1), Hiroshi WATABE6), Naoki KUNUGITA5) 

原子力機構 1)，量研機構 2)，東大 3)，放影協 4)，産業医科大 5)，東北大 6) 

JAEA1), QST2), UTokyo3), REA4), UOEH5), Tohoku U6) 

 

1. はじめに 

 原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業（アンブレラ事業）の課題解決型ネ

ットワークの一つとして、職業被ばくの個人線量登録制度を検討している。この検討状況を報告する。 

2. 検討の背景及び目的 

我が国では、放射線作業者の全ての職業被ばくの線量（個人線量）を登録管理する制度が原子力分野

を除き整っていない。一方、国際的には、国の制度として個人線量の登録管理と職業被ばく状況の把握

を実施している国が多い。このため、日本学術会議から提言「放射線作業者の被ばくの一元管理につい

て」が出された。しかし、その後具体化が進んでいない。そこで、アンブレラ事業の中に設置された課

題解決型ネットワークの一つとして、国家線量登録制度検討グループを設置し、大学、原子力、医療分

野のメンバーで検討を進めている。この検討では、従来の検討が広くステークホルダーを巻き込んだも

のとなっていなかったこと等を踏まえて、実現可能性のある合理的方法を複数提案し、ステークホルダ

ーと広く議論を行い、具体的な解決策を提示することが目的である。 

3. 検討状況 

検討グループでは、これまでに５回の会合を行い、複数の制度案とそれらの展開を検討してきた。現

在、表に示す４つの案をまとめた。原子力分野は制度が確立していることから、主な議論の対象は、最

も作業者の多い医療分野と大学関係である。検討ｸﾞﾙｰﾌﾟでは、これらの分野において各々制度の構築を

進め、それらを基に全分野統一的な制度を構築するのがよいのではないかと考えている。 

4. 本セッションの内容 

本セッションでは、上記の検討グループの検討状況、既に制度が構築されている原子力・除染分野の

放射線従事者中央登録制度の現状、大学における放射線業務従事者管理の現状と課題解決への取組み及

び医療従事者に

おける個人被ば

く線量管理の課

題を報告いただ

き、これらを基に

線量登録制度の

構築に向けて広

く意見をいただ

きたい。 
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職業被ばくの個人線量管理方法の検討状況

アンブレラ事業国家線量登録制度検討グループ

吉澤 道夫

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

日本放射線安全管理学会第19回学術大会
令和２年１２月１０日

令和2年度放射線防護アンブレラ事業
職業被ばくの一元化のネットワーク事業

本発表は、原子力規制委員会令和2年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野に
おける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の成果である。

1. アンブレラ事業の概要

課題別ネットワーク
リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防
護研究基盤 事務局

QST

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
当面の課題として、
①放射線安全規制研究の重点テーマ
②緊急時対応人材の育成
③職業被ばくの最適化、に関する検討を実施

放射線防護アンブレラ
代表者会議

放射線安全
管理学会

放射線影響
学会

放射線事故･
災害医学会

保健
物理学会

緊急時放射
線防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
QST

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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２．職業被ばくの最適化推進ネットワークの構築

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置

運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

２つのグループで活動

① 国家線量登録制度検討グループ
目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた具体的な提案と合意形成

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立

3

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

３．国家線量登録制度検討グループの活動（１）

検討グループメンバー：

4

氏名 所属

主査 吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

委員 飯本 武志 東京大学環境安全本部

委員 伊藤 敦夫 放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター

委員 岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学研究所

委員 神田 玲子 量子科学技術研究開発機構

委員 百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

委員 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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３．国家線量登録制度検討グループの活動（２）

これまでの関連活動のレビュー

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」

2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」
省庁等への働きかけ → 具体化せず。
2017年３月 セミナー「職業被曝の線量把握に関する国際活動を考える」 主催：放医研

具体化に向けた多くの課題が抽出

事業者（ステークホルダー）間の議論（合意形成）が進んでいない

最近の被ばく管理に関する動き
大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネットワークで線量管

理を検討

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の複数年に亘

る線量管理の必要性が増大

5

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

日本学術会議が提案した一元管理

6

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

国家線量登録機関
（名寄せ、前歴データ提供、被ばく統計作成等）

放射線影響協会
（中登センター）

各原子力・除染
事業者

その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

被ばく統計等の報告

対象：全ての放射線業務従事者
目的・役割：

① 被ばく前歴等の把握（照会対応）
② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作成、

国民線量の把握
③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

特徴：
特録期間は国が設置
原子力分野は既存の管理方法を活用
測定サービス機関の登録代行
制度導入に伴う個人線量管理の合理化

被ばく前歴の照会対応
線量記録の保管義務の免除
ある線量レベルに達した場合の作業者及び雇
用主への通知

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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３．国家線量登録制度検討グループの活動（３）

これまでの関連活動からの教訓

実際に線量管理を行う事業者等（ステークホルダー）を巻き込んだ議論が必要

国と事業者の役割分担（誰のための制度か）が不明確

検討の基本方針

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用した
実現可能性のある合理的方法を複数、各々のメリット・デメリットとともに提案する。

これらを学会等で報告し、ステークホルダーによる議論を進め、課題を整理する。

活動概要

これまでに４回の会合を実施し、４つの制度案に整理するとともに制度の発展案を
検討した。

7

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

４．線量登録制度の検討内容（１）

線量登録制度 実施主体 対象者

①国家線量登録機関による中央一括管理 国 全放射線作業者

②全事業者が共同で線量登録機関を設置して
一括管理

全事業者 全放射線作業者

③全事業者が共同で線量登録機関を設置して
管理

全事業者

一部の作業者
・複数施設を利用
・異動が頻繁

・一定線量以上の被ばく

④業界・分野別に線量管理制度を運用 業界別 全部/一部の作業者

8

４つの線量登録制度の方式の提案

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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①国家線量登録機関による中央一括管理

9

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

国家線量登録機関
（名寄せ、前歴データ提供、被ばく統計作成等）

放射線影響協会
（中登センター）

各原子力・除染
事業者

その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

被ばく統計等の報告

対象：全ての放射線業務従事者

目的・役割：
① 規制の有効性確認
② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作成、

国民線量の把握
③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供
④ 労災保険に係る被ばくデータ提供
⑤ 被ばく前歴等の把握（照会対応）
⑥ 個人被ばく線量記録の一括保存

費用負担：
機関の運営は国の予算
各事業者は人数に応じた手数料負担

制度導入に伴う個人線量管理の合理化
① 被ばく前歴の把握が容易
② 線量記録の保管義務の免除
③ ある線量レベルに達した場合の作業者及び

雇用主への通知
日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

②事業者設置機関による一括管理

10

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

線量登録機関
（放射線影響協会中登センター）

（名寄せ、前歴データ提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

被ばく統計等の作成依頼・報告
疫学調査等への協力

測定サービス機関
（登録代行）

対象：全ての放射線業務従事者

目的・役割：
① 被ばく前歴等の把握（照会対応）
② 労災保険に係る被ばくデータ提供
③ 個人被ばく線量記録の一括保存

法的位置付け要
＜国からの委託等があれば対応＞
① 規制の有効性確認
② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作成、

国民線量の把握
③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

費用負担：
各事業者が人数に応じた費用を負担

制度導入に伴う個人線量管理の合理化
① 被ばく前歴の把握が容易
② 線量記録の保管義務の軽減
③ ５年間積算（実効線量、眼の水晶体線量）が

容易 日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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②の例：原子力分野の中央登録制度

11

 年間関係 
事業所数 1 2 3 4 5 6以上 

年間線量（mSv) 人 (%)

57,284 5,927 940 214 42 22 64,429 (96.2)

1,111 139 37 10 1 1 1,299 (1.9)

616 76 6 2 0 0 700 (1.0)

463 37 1 0 0 0 501 (0.8)

42 0 0 0 0 0 42 (0.1)

26 0 0 0 0 0 26 (0.0)

7 0 0 0 0 0 7 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 (0.0)

59,549 6,179 984 226 43 23

(88.9) (9.2) (1.5) (0.3) (0.1) (0.0)

 30を超え40以下

 40を超え50以下

0.70.7
（mSv）

合計人数

 50を超える

平均線量

67,004

(100.0)

 20を超え25以下

 25を超え30以下

 5以下

 5を超え10以下 

 10を超え15以下 

 15を超え20以下 

（％）

計

0.7 0.2 0.70.8 0.8 0.8

• 複数事業所で従
事する作業者の
個人線量が把握
可能

• 手帳制度により
教育歴、健康診
断結果も把握で
きる

放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターHP公開データ
放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量［平成２９年度］

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

研究開発機関の被ばく線量分布

12

個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

50超過 0 0 0 0

25.01〜50.00 1 0 0 0

20.01〜25.00 0 0 1 1

15.01〜20.00 1 1 0 3

10.01〜15.00 5 3 3 5

5.01〜10.00 34 36 30 31

1.01〜5.00 389 343 340 345

0.10〜1.00 1,857 1,714 1,731 1,557

検出限界未満 64,666 64,587 63,982 62,524

64,666 64,587 63,982 62,524 

1,857 1,714 1,731 1,557 
389 343 340 345 
34 36 30 31 
5 3 3 5 
1 1 0 3 
0 0 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

人
数

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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一般医療機関の被ばく線量分布

13

個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

50超過 14 10 6 8

25.01〜50.00 125 126 108 76

20.01〜25.00 108 124 83 101

15.01〜20.00 302 293 262 216

10.01〜15.00 855 831 697 683

5.01〜10.00 3,635 3,552 3,194 2,930

1.01〜5.00 27,246 27,327 27,219 26,315

0.10〜1.00 64,786 65,388 65,096 65,637

検出限界未満 246,524 254,950 263,458 271,788

246,524 254,950 263,458 271,788 

64,786 65,388 65,096 65,637 
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③事業者設置機関による管理
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線量登録機関
（放射線影響協会中登センター）

（名寄せ、前歴データ提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

対象者のいる雇用主
従事者登録番号取得

疫学調査への協力

測定サービス機関
（登録代行）

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

対象者の通知

対象：一部の放射線業務従事者
① 複数事業所や異動が頻繁な作業者
② 一定線量(１ or ２mSv）以上の作業者

ただし原子力・除染は全て（制度有）

目的・役割：
① 被ばく前歴等の把握（照会対応）
② 労災保険に係る被ばくデータ提供
③ 疫学研究等へのデータ提供

費用負担：
各業界での取組みに依存

制度導入に伴う個人線量管理の合理化
① 被ばく前歴の照会対応
② 線量記録の保管義務の軽減？
③ ５年間積算（実効線量、眼の水晶体線量）が

容易

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日
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④業界・分野別の管理

15

各業界の
担当機関

（名寄せ、前歴データ
提供等）

各原子力・除染
事業者 その他各事業者

対象者のいる雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

対象者の通知

放射線影響協
会（中央登録
センター）
（名寄せ、前歴デー

タ提供等）

対象：一部の放射線業務従事者
① 複数事業所や異動が頻繁な作業者
② 一定線量(１ or ２mSv）以上の作業者

ただし原子力・除染は全て（制度有）

目的・役割：
① 被ばく前歴等の把握（照会対応）
② 労災保険に係る被ばくデータ提供
③ 疫学研究等へのデータ提供

費用負担：

各業界での取組み

制度導入に伴う個人線量管理の合理化
① 被ばく前歴の把握が容易
② 線量記録の保管義務の軽減？
③ ５年間積算（実効線量、眼の水晶体線量）が

容易

先行事例：原子力・除染
大学連携ネットワーク

必要な業界が独自に構築

（例）

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

各制度体系案の比較

16

制度 ①国家線量登録機関
による一括管理

②事業者設置機関によ
る一括管理

③事業者設置機関によ
る管理（対象限定）

④業界・分野別の管理
（対象限定）

線量管理制度と
しての完全さ

国としての運用で、
完全さは高い

参加状況に依存
（規制要求必要）

必要な者に限定した
制度（規制要求必
要）前歴把握の完全
さには欠けるおそれ

必要な者に限定した制
度。業界の取り組みに
強く依存

役割分担の明確
さ

国がここまで実施
する必要性が論点

基本機能の分担が
明確

基本機能の分担が
明確

管理制度が統一されな
いため、曖昧さが残る

費用負担 国の負担が大 受益者負担が明確
事業者の負担大

受益者負担が明確

事業者の負担は②よ
り限定的

管理方式に依存

個人情報管理の
徹底度

一括管理のため◎
ただし、国として
は重い。

設置機関が一括管理
するため◎

設置機関が一括管理
するため◎

各々の制度に依存する
が、他に比べて低い。
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線量登録管理制度構築の進め方

理想的な制度は、①国家線量登録機関による中央一括管理 であるが、実現
に向けた関係者のコンセンサスは低い

現実的な路線としては、以下が考えられる。 ④（③）→ ② ・・・・>①

④業界・分野別の構築を進める。（この中で③が検討の範囲に入る）

• 原子力・除染分野は、構築済み

• 線量管理の必要性の高い業界（人材流動化、線量管理の必要性の高まった業界が、現
実的・合理的な管理方法を導入（ただし、将来展開を見据えた検討が必要）

• （理工系）大学関係は、ネットワークによる一元管理を検討中

• 医療分野の線量管理の必要性・重要性の認識が高まっている。議論はこれから。

その上で、②事業者設置機関による管理（中央登録センターの拡大と分野統一）
（又は①国家線量登録機関による中央一括管理）を目指す。

17

日本放射線安全管理学会第19回学術大会 令和２年１２月１０日

まとめ

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用
した実現可能性のある合理的方法を複数提案するとともに、展開を提案。

本日の論点

議論の中心は、人材流動性のある大学等、医療関係

複数施設を利用する者、異動がある者に対して、どのような管理制度が合理的か？
また、これらをどのように実現してゆけばよいか？

• 大学等： 被ばく線量は低い。合理的な管理は？

• 医学関係： 比較的高い被ばくをする者あり。複数施設での業務の実態は？
眼の水晶体の積算管理も必要。どのような管理を実現してゆけばよいか？

これらについて、是非、意見をいただきたい。

18
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